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３　受　検　資　格

　受検に必要な実務経験年数は次表のとおりです。　また、下位等級合格後に上位等級を受検する場合は、

実務経験年数が短縮されるメリットがあります。この短縮された実務経験年数を満たして上位等級を受検す

る方は、必ず下位等級の合格証書の写しを添付してください。 
（単位：年）

受　検　対　象　者
（②から⑩は検定職種に関する設置学科や訓練科に限ります）

特級 １　　級 ２　級

３ 級
単 一
等 級１　級

合格後
直　接

２　級
合格後

３　級
合格後

直　接
３　級
合格後

① 検定職種に関する実務経験のみ

５

７

２ ４

２

０

０
※１ ３

②
専門高校卒業後
専修学校（大学入学資格付与課程に限ります）卒業後 ６ ０ ０ １

③
短大・高専・高校専攻科卒業後
専門職大学前期課程修了後
専修学校（大学編入資格付与課程に限ります）卒業後

５ ０ ０ ０

④
大学卒業後（専門職大学前期課程修了者を除く）
専修学校（大学院入学資格付与課程に限ります）卒業後 ４ ０ ０ ０

⑤

専修学校（大学入学資格付与課程、大学編入資
格付与課程及び大学院入学資格付与課程以外の
専修学校）卒業後
各種学校卒業後
【いずれも厚生労働大臣指定のものに限ります。】

800h以上 ６ ０ ０
※２ １

1,600h以上 ５ ０ ０
※２ １

3,200h以上 ４ ０ ０
※２ ０

⑥ 短期課程の普通職業訓練修了後 700h以上 ６ ０ ０
※３ １

⑦ 普通課程の普通職業訓練修了後

2,800h未満 ５ ０ ０ １

2,800h以上 ４ ０ ０ ０

⑧ 専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練修了後 ３ １ ２ ０ ０ ０

⑨ 応用課程又は特定応用課程の高度職業訓練修了後 １ ０ ０ ０

⑩ 指導員養成課程の指導員養成訓練修了後 １
※４

０
※４ ０ ０

⑪
職業訓練指導員免許取得後
（検定職種に関する免許職種に限ります） １ － － － ０

⑫ 高度養成課程の指導員養成訓練修了後　※５ 0 0 ０ 0 0

（注　意）
・ 高校の普通科や大学の経済学科など検定職種に関連のない設置学科を卒業している方は、①の実務経験年数が必要に
なります。

・実務経験年数は、受付期間の最終日（４月17日）で算定します。
・下位等級の合格後の実務経験年数は、合格証書の交付年月日が起算日となります。
・ ②～⑤の場合の検定職種に関する設置学科及び⑪の検定職種に関する免許職種については、13ページの別表１を参照
ください。

・⑥～⑩の場合の検定職種に関する訓練科は、修了した訓練施設や当協会にご確認ください。
・※１について、技能検定職種に関して実務の経験を有する方に、受検資格が認められます。
・※２について、当該学校が厚生労働大臣の指定を受けているか否かは問いません。
・※３について、総訓練時間が700時間未満のものを含みます。
・ ※４について、短期養成課程の指導員訓練のうち、実務経験者訓練技法習得コースの修了者については、訓練修了後
に行われる能力審査（職業訓練指導員試験に合格した者と同等以上の能力を有すると職業能力開発総合大学校の長が
認める審査）に合格しているものに限ります。

・ ※５について、職業能力開発促進法第92条に規定する職業訓練又は指導員訓練に準ずる訓練の修了者においても、修
了した職業訓練又は指導員訓練の訓練課程に応じ、受検資格が認められます。

・ ３級の受検資格については、上表に記載した以外に、検定職種に関する学科に在学する方及び検定職種に関する訓練
科において職業訓練を受けている方も受検できます。また、工業高等学校に在学する方等であって、かつ、工業高等
学校の教員等による検定職種に係る講習を受講し、当該講習の責任者から技能検定試験受検に際して安全衛生上の問
題等がないと判定された方も受検できます。（詳しくは当協会にご相談ください）

・ 必要に応じて、受検資格について所属事業所等への電話照会や、追加審査を行うために証明書の写しの提出を追加で
求める場合があります。予めご了承ください。










